
別紙３（質問３関係） 

呼吸用保護具着用対象作業【粉じん則別表３】 

 

 

 

一 別表第一第一号に掲げる作業のうち、坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する作業 

 

一の二 別表第一第一号の二に掲げる作業のうち、動力を用いて掘削する場所における作業 

 

二 別表第一第二号から第三号の二までに掲げる作業のうち、屋内又は坑内の、鉱物等を積載した車の荷台を覆し、又は

傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業（次号に掲げる作業を除く） 

 

二の二 別表第一第三号の二に掲げる作業のうち、動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業 

 

三 別表第一第五号に掲げる作業 

 

三の二 別表第一第五号の二に掲げる作業 

 

三の三 別表第一第五号の三に掲げる作業 

 

四 別表第一第六号に掲げる作業のうち、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げ

する作業 

 

五 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業のうち、屋外の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物

を彫る場所における作業 

 

六 別表第一第七号に掲げる作業のうち、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、手持式又は可搬式

動力工具（研磨材を用いたものに限る。次号において同じ）を用いて、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはば

り取りし、又は金属を裁断する作業 

 

六の二 別表第一第七号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、

又はばり取りする作業 

 

七 別表第一第三号又は第八号に掲げる作業のうち、手持式動力工具を用いて、鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業 

 

七の二 別表第一第八号に掲げる作業のうち、屋内又は坑内において、手持式動力工具を用いて、炭素原料又はアルミニ

ウムはくを破砕し、又は粉砕する作業 

 

八 別表第一第九号に掲げる作業のうち、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥

するため乾燥設備の内部に立ち入る作業又は屋内において、これらの物を積み込み、若しくは積み卸す作業 

 

九 別表第一第十三号に掲げる作業のうち、原料若しくは半製品を乾燥するため、乾燥設備の内部に立ち入る作業又は窯

の内部に立ち入る作業 

 

十 別表第一第十四号に掲げる作業のうち、半製品を炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しするため、炉の内部に

立ち入る作業 



 

十一 別表第一第十五号に掲げる作業のうち、砂型を造形し、型ばらし装置を用いないで、砂型を壊し、若しくは砂落と

しし、動力によらないで砂を再生し、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業 

 

十二 別表第一第十六号に掲げる作業 

 

十二の二 別表第一第十七号に掲げる作業のうち、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業 

 

十三 別表第一第十八号に掲げる作業のうち、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落し、

かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる作業 

 

十四 別表第一第十九号から第二十号の二までに掲げる作業 

 

十五 別表第一第二十一号に掲げる作業のうち、手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業 

 

十六 別表第一第二十二号に掲げる作業のうち、染土の付着した藺草を庫入れし、又は庫出しする作業 

 

十七 別表第一第二十三号に掲げる作業のうち、長大ずい道の内部において、ホッパー車からバラストを取り卸し、又は

マルチプルタイタンパーにより道床を突き固める作業 


